
別紙（10－3）

番号評価方式医薬品等の品質確保、安全対策を徹底する政策名

＜610,554＞

＜610,554＞

2,298,712

予
算
の
状
況

執行額（千円）

12,827,350

3,608,046

22年度

計（千円）

【政策ごとの予算額等】

達成すべき目標及び
目標の達成度合いの

測定方法

政策評価結果を受けて
改善すべき点

政策評価結果の予算概算要求等
への反映状況

3,345,753

繰 越 し 等 （ 千 円 ）

3,756,472

補 正 予 算 （ 千 円 ）
-17,604

目標：特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるＣ型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法（平成２０
年法律第２号）に基づき、給付金請求のための提訴された訴訟について、迅速な訴訟手続きを行い、和解の可否について検討すること。医薬品等の安全
対策を推進すること。医薬品等の品質確保の徹底を図ること

目標達成度合いの測定方法：年度ごとの医薬品等副作用情報収集件数、医療方法データベースの設置病院数

平成２３年度はモニタリングのみ実施しており、当該結果を踏まえ、医薬品等の品質確保、安全対策を徹底するために、
引き続き必要な経費を適切に要求している。

-

＜442,553＞

＜442,553＞

11,596,209

＜569,739＞

＜569,739＞

2,256,361

＜352,620＞

9,500,000

3,327,350

＜442,553＞

4,181,153

実績

当 初 予 算 （ 千 円 ）

政策評価調書（個別票１）

＜352,620＞

24年度概算要求額21年度 23年度

Ⅳ－１－８

20年度

3,363,357

＜610,554＞

3,756,472

＜569,739＞
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番号
（千円）

会計 組織／勘定

Ａ 1 一般 厚生労働本省

Ａ 2 一般 厚生労働本省

Ｂ 1 一般 厚生労働本省 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｂ 2 一般
厚生労働本省試験研究
機関

Ｂ 3 一般
厚生労働本省試験研究
機関

Ｂ 4

Ｃ 1 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 1 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

の内数

4,181,153

の内数

512,129

の内数＜352,620＞

＜352,620＞ の内数

の内数

3,608,046

の内数

＜352,620＞ の内数

24年度
概算要求額

94,481

3,574,543

3,669,024

の内数

23年度
当初予算額

99,146

2,996,660

11,044

＜352,620＞

352,620

501,196

10,933

3,095,806

の内数

352,620

501,196

血清等製造及検定費

小計

合計

医薬品等の品質確保、安全対策を徹底する Ⅳ－１－８

整理番号

予　算　科　目

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

対応表に
おいて○
となって
いるもの

対応表に
おいて◇
となって
いるもの

独立行政法人医薬品医療機器総合機構運営費交付金に必
要な経費

医薬品等の国家検定及び検査等に必要な経費

政策名

事項

小計

対応表に
おいて●
となって
いるもの

政策評価調書（個別票2）

【政策に含まれる事項の整理】

512,240

重症スモン患者介護事業に必要な経費

項

医薬品安全対策等推進費

医薬品安全対策等推進費 医薬品の安全対策等の推進に必要な経費

政策評価結果の反映に
よる見直し額合計

予算額

の内数

小計

血清その他の製造及び検定に必要な経費

独立行政法人医薬品医療機器総合機
構運営費

血清等製造及検定費
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番号

180,213

2,074,059

総合･実績･事業

当 初 予 算 （ 千 円 ）

政策評価調書（個別票１）

24年度概算要求額

82,802180,213

Ⅳ－１－９

21年度 23年度22年度

231,386 173,821

補 正 予 算 （ 千 円 ）
-6,593

平成２３年度はモニタリングのみ実施しており、当該結果を踏まえ、医薬品の適正使用を推進するために、
引き続き必要な経費を適切に要求している。

【政策ごとの予算額等】

達成すべき目標及び
目標の達成度合いの

測定方法

政策評価結果を受けて
改善すべき点

政策評価結果の予算概算要求等
への反映状況

381,992

-10,700

20年度

388,585

引き続き、医薬分業率（全国・地域別）の上昇及び、薬剤師研修・講習会等受講者数の増加等により、各事業における対前年度比の平均値の上昇

-

＜0＞＜0＞
計（千円）

評価方式医薬品の適正使用を推進する政策名

＜0＞

300,423

予
算
の
状
況

執行額（千円）

繰 越 し 等 （ 千 円 ）

238,140

248,840



別紙（10-3）

番号
（千円）

会計 組織／勘定

Ａ 1 一般 厚生労働本省

Ａ 2

Ａ 3

Ａ 4

Ｂ 1

Ｂ 2

Ｂ 3

Ｂ 4

Ｃ 1 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 1 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

政策評価調書（個別票2）

【政策に含まれる事項の整理】

医薬品の適正使用の推進に必要な経費

項

医薬品適正使用推進費

政策評価結果の反映に
よる見直し額合計

予算額

の内数

小計

合計

医薬品の適正使用を推進する Ⅳ－１－９

整理番号

予　算　科　目

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

対応表に
おいて○
となって
いるもの

対応表に
おいて◇
となって
いるもの

政策名

事項

小計

対応表に
おいて●
となって
いるもの

小計

82,802

の内数

24年度
概算要求額

2,074,059

2,074,059

の内数

23年度
当初予算額

82,802

の内数

の内数

82,802

の内数

の内数

の内数

2,074,059

の内数

の内数
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番号評価方式安全な血液製剤を安定的に供給する政策名

＜0＞

1,266,580

予
算
の
状
況

執行額（千円）

1,066,893

978,286

22年度

計（千円）

【政策ごとの予算額等】

達成すべき目標及び
目標の達成度合いの

測定方法

政策評価結果を受けて
改善すべき点

政策評価結果の予算概算要求等
への反映状況

1,267,721

繰 越 し 等 （ 千 円 ）

1,236,396

補 正 予 算 （ 千 円 ）
-2,656

目標：安定供給に必要な血液量を献血により９０％以上確保すること。
測定方法：献血により確保した血液量／安定供給に必要な血液量

平成２３年度はモニタリングのみ実施しており、当該結果を踏まえ、安全な血液製剤を安定的に供給するために、
引き続き必要な経費を適切に要求している。

-

＜0＞

1,038,043

＜0＞

1,218,981

1,066,893

-1,167

925,124

総合･実績･事業

当 初 予 算 （ 千 円 ）

政策評価調書（個別票１）

24年度概算要求額21年度 23年度

Ⅳ－１－１０

20年度

1,270,377 1,237,563
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番号
（千円）

会計 組織／勘定

Ａ 1 一般 厚生労働本省

Ａ 2 一般 厚生労働本省

Ａ 3

Ａ 4

Ｂ 1

Ｂ 2

Ｂ 3

Ｂ 4

Ｃ 1 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 1 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

の内数

925,124

の内数

の内数

の内数

の内数

978,286

の内数

の内数

24年度
概算要求額

845,836

79,288

925,124

の内数

23年度
当初予算額

878,850

99,436

978,286

の内数

小計

合計

安全な血液製剤を安定的に供給する Ⅳ－１－１０

整理番号

予　算　科　目

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

対応表に
おいて○
となって
いるもの

対応表に
おいて◇
となって
いるもの

政策名

事項

小計

対応表に
おいて●
となって
いるもの

政策評価調書（個別票2）

【政策に含まれる事項の整理】

血液製剤対策に必要な経費

項

血液製剤対策費

血液製剤対策費 血液製剤対策の推進に必要な経費

政策評価結果の反映に
よる見直し額合計

予算額

の内数

小計


	バインダ19
	バインダ17
	バインダ15
	バインダ13
	バインダ11
	バインダ2
	バインダ1　
	バインダ5
	バインダ3
	バインダ2222
	【1-1-2個別表１】Ⅰ 別紙10-3　政策評価調書
	【1-1-2個別表２】Ⅰ 別紙10-3　政策評価調書
	【1-2-1個別表１】Ⅰ 別紙10-3　政策評価調書
	【1-2-1個別表２】Ⅰ 別紙10-3　政策評価調書
	【1-2-2個別表１】Ⅰ 別紙10-3　政策評価調書
	【1-2-2個別表２】Ⅰ 別紙10-3　政策評価調書
	【1-2-3個別表1】Ⅰ 別紙10-3　政策評価調書
	【1-2-3個別表２】Ⅰ 別紙10-3　政策評価調書

	バインダ2
	【2-1-1個別表１】Ⅱ-1 別紙10-3　政策評価調書
	【2-1-1個別表２】Ⅱ-1 別紙10-3　政策評価調書
	【2-1-2個別表１】Ⅱ-1 別紙10-3　政策評価調書
	【2-1-2個別表２】Ⅱ-1 別紙10-3　政策評価調書
	【2-1-3個別表１】Ⅱ-1 別紙10-3　政策評価調書
	【2-1-3個別表２】Ⅱ-1 別紙10-3　政策評価調書
	【2-1-4 個別表１】Ⅱ-1 別紙10-3　政策評価調書
	【2-1-4個別表２】Ⅱ-1 別紙10-3　政策評価調書
	【2-1-5個別表１】Ⅱ-1 別紙10-3　政策評価調書
	【2-1-5個別表２】Ⅱ-1 別紙10-3　政策評価調書
	【2-1-6個別表１】Ⅱ-1 別紙10-3　政策評価調書
	【2-1-6個別表２】Ⅱ-1 別紙10-3　政策評価調書
	【2-1-7個別表１】Ⅱ-1 別紙10-3　政策評価調書
	【2-1-7個別表２】Ⅱ-1 別紙10-3　政策評価調書


	バインダ4
	【２－２－１①】Ⅱ-2,3 別紙10-3　政策評価調書
	【２－２－１②】Ⅱ-2,3 別紙10-3　政策評価調書
	【２－２－２①】Ⅱ-2,3 別紙10-3　政策評価調書
	【２－２－２②】Ⅱ-2,3 別紙10-3　政策評価調書
	【２－２－３①】Ⅱ-2,3 別紙10-3　政策評価調書
	【２－２－３②】Ⅱ-2,3 別紙10-3　政策評価調書
	【２－２－４①】Ⅱ-2,3 別紙10-3　政策評価調書
	【２－２－４②】Ⅱ-2,3 別紙10-3　政策評価調書
	【２－２－５①】Ⅱ-2,3 別紙10-3　政策評価調書
	【２－２－５②】Ⅱ-2,3 別紙10-3　政策評価調書
	【２－２－６①】Ⅱ-2,3 別紙10-3　政策評価調書
	【２－２－６②】Ⅱ-2,3 別紙10-3　政策評価調書
	【２－２－７①】Ⅱ-2,3 別紙10-3　政策評価調書
	【２－２－７②】Ⅱ-2,3 別紙10-3　政策評価調書
	【２－２－７③】Ⅱ-2,3 別紙10-3　政策評価調書
	【２－２－８①】Ⅱ-2,3 別紙10-3　政策評価調書
	【２－２－８②】Ⅱ-2,3 別紙10-3　政策評価調書
	【２－３－１①】Ⅱ-2,3 別紙10-3　政策評価調書
	【２－３－１②】Ⅱ-2,3 別紙10-3　政策評価調書


	バインダ1
	【①】Ⅲ 別紙10-3　政策評価調書
	【②】Ⅲ 別紙10-3　政策評価調書
	【③】Ⅲ 別紙10-3　政策評価調書
	【④】Ⅲ 別紙10-3　政策評価調書
	【⑤】Ⅲ 別紙10-3　政策評価調書
	【⑥】Ⅲ 別紙10-3　政策評価調書
	【⑦】Ⅲ 別紙10-3　政策評価調書
	【⑧】Ⅲ 別紙10-3　政策評価調書
	【⑨】Ⅲ 別紙10-3　政策評価調書
	【⑩】Ⅲ 別紙10-3　政策評価調書
	【⑪】Ⅲ 別紙10-3　政策評価調書
	【⑫】Ⅲ 別紙10-3　政策評価調書
	【⑬】Ⅲ 別紙10-3　政策評価調書
	【⑭】Ⅲ 別紙10-3　政策評価調書


	バインダ1
	【①】Ⅳ-1-1～6 別紙10-3　政策評価調書
	【②】Ⅳ-1-1～6 別紙10-3　政策評価調書
	【③】Ⅳ-1-1～6 別紙10-3　政策評価調書
	【④】Ⅳ-1-1～6 別紙10-3　政策評価調書
	【⑤】Ⅳ-1-1～6 別紙10-3　政策評価調書
	【⑥】Ⅳ-1-1～6 別紙10-3　政策評価調書
	【⑦】Ⅳ-1-1～6 別紙10-3　政策評価調書
	【⑧】Ⅳ-1-1～6 別紙10-3　政策評価調書
	【⑨】Ⅳ-1-1～6 別紙10-3　政策評価調書
	【⑩】Ⅳ-1-1～6 別紙10-3　政策評価調書
	【⑪】Ⅳ-1-1～6 別紙10-3　政策評価調書
	【⑫】Ⅳ-1-1～6 別紙10-3　政策評価調書


	バインダ10
	【①】Ⅳ-1-7～2 別紙10-3　政策評価調書
	【②】Ⅳ-1-7～2 別紙10-3　政策評価調書
	【③】Ⅳ-1-7～2 別紙10-3　政策評価調書
	【④】Ⅳ-1-7～2 別紙10-3　政策評価調書
	【⑤】Ⅳ-1-7～2 別紙10-3　政策評価調書
	【⑥】Ⅳ-1-7～2 別紙10-3　政策評価調書
	【⑦】Ⅳ-1-7～2 別紙10-3　政策評価調書
	【⑧】Ⅳ-1-7～2 別紙10-3　政策評価調書
	【⑨】Ⅳ-1-7～2 別紙10-3　政策評価調書
	【⑩】Ⅳ-1-7～2 別紙10-3　政策評価調書
	【⑪】Ⅳ-1-7～2 別紙10-3　政策評価調書
	【⑫】Ⅳ-1-7～2 別紙10-3　政策評価調書


	バインダ12pdf
	【①】Ⅳ-3 別紙10-3　政策評価調書
	【②】Ⅳ-3 別紙10-3　政策評価調書
	【③】Ⅳ-3 別紙10-3　政策評価調書
	【④】Ⅳ-3 別紙10-3　政策評価調書
	【⑤】Ⅳ-3 別紙10-3　政策評価調書
	【⑥】Ⅳ-3 別紙10-3　政策評価調書
	【⑦】Ⅳ-3 別紙10-3　政策評価調書
	【⑧】Ⅳ-3 別紙10-3　政策評価調書
	【⑨】Ⅳ-3 別紙10-3　政策評価調書
	【⑩】Ⅳ-3 別紙10-3　政策評価調書
	【⑪】Ⅳ-3 別紙10-3　政策評価調書
	【⑫】Ⅳ-3 別紙10-3　政策評価調書
	【⑬】Ⅳ-3 別紙10-3　政策評価調書
	【⑭】Ⅳ-3 別紙10-3　政策評価調書
	【⑮】Ⅳ-3 別紙10-3　政策評価調書
	【⑯】Ⅳ-3 別紙10-3　政策評価調書


	バインダ14
	【①】Ⅳ-4 別紙10-3　政策評価調書
	【②】Ⅳ-4 別紙10-3　政策評価調書
	【③】Ⅳ-4 別紙10-3　政策評価調書
	【④】Ⅳ-4 別紙10-3　政策評価調書
	【⑤】Ⅳ-4 別紙10-3　政策評価調書
	【⑥】Ⅳ-4 別紙10-3　政策評価調書
	【⑦】Ⅳ-4 別紙10-3　政策評価調書
	【⑧】Ⅳ-4 別紙10-3　政策評価調書
	【⑨】Ⅳ-4 別紙10-3　政策評価調書
	【⑩】Ⅳ-4 別紙10-3　政策評価調書


	バインダ16
	【①】Ⅳ-5～6 別紙10-3　政策評価調書
	【②】Ⅳ-5～6 別紙10-3　政策評価調書
	【③】Ⅳ-5～6 別紙10-3　政策評価調書
	【④】Ⅳ-5～6 別紙10-3　政策評価調書
	【⑤】Ⅳ-5～6 別紙10-3　政策評価調書
	【⑥】Ⅳ-5～6 別紙10-3　政策評価調書
	【⑦】Ⅳ-5～6 別紙10-3　政策評価調書
	【⑧】Ⅳ-5～6 別紙10-3　政策評価調書
	【⑨】Ⅳ-5～6 別紙10-3　政策評価調書
	【⑩】Ⅳ-5～6 別紙10-3　政策評価調書
	【⑪】Ⅳ-5～6 別紙10-3　政策評価調書
	【⑫】Ⅳ-5～6 別紙10-3　政策評価調書


	バインダ18
	【①】Ⅳ-7～9 別紙10-3　政策評価調書
	【②】Ⅳ-7～9 別紙10-3　政策評価調書
	【③】Ⅳ-7～9 別紙10-3　政策評価調書
	【④】Ⅳ-7～9 別紙10-3　政策評価調書
	【⑤】Ⅳ-7～9 別紙10-3　政策評価調書
	【⑥】Ⅳ-7～9 別紙10-3　政策評価調書
	【⑦】Ⅳ-7～9 別紙10-3　政策評価調書
	【⑧】Ⅳ-7～9 別紙10-3　政策評価調書
	【⑨】Ⅳ-7～9 別紙10-3　政策評価調書
	【⑩】Ⅳ-7～9 別紙10-3　政策評価調書
	【⑪】Ⅳ-7～9 別紙10-3　政策評価調書
	【⑫】Ⅳ-7～9 別紙10-3　政策評価調書
	【⑬】Ⅳ-7～9 別紙10-3　政策評価調書
	【⑭】Ⅳ-7～9 別紙10-3　政策評価調書
	【⑮】Ⅳ-7～9 別紙10-3　政策評価調書


	バインダ20
	【①】Ⅴ,Ⅵ 別紙10-3　政策評価調書
	【②】Ⅴ,Ⅵ 別紙10-3　政策評価調書
	【③】Ⅴ,Ⅵ 別紙10-3　政策評価調書
	【④】Ⅴ,Ⅵ 別紙10-3　政策評価調書
	【⑤】Ⅴ,Ⅵ 別紙10-3　政策評価調書
	【⑥】Ⅴ,Ⅵ 別紙10-3　政策評価調書
	【⑦】Ⅴ,Ⅵ 別紙10-3　政策評価調書
	【⑧】Ⅴ,Ⅵ 別紙10-3　政策評価調書
	【⑨】Ⅴ,Ⅵ 別紙10-3　政策評価調書
	【⑩】Ⅴ,Ⅵ 別紙10-3　政策評価調書
	【⑪】Ⅴ,Ⅵ 別紙10-3　政策評価調書
	【⑫】Ⅴ,Ⅵ 別紙10-3　政策評価調書




